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平成２ ７年度国土地理院コンプライアンス推進計画

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ ２ 日

コンプライアンス推進本部決定

１ ． コンプライアンス推進体制

（ １ ） コンプライアンス推進本部

平成 ２ ５ 年 ３月 ２ ８ 日付け （ ４ 月 １日施行 ） で設置し た国土地理院長を本部長 とす る

「国土地理院コンプライアンス推進本部 」によ り 、 コンプライアンスの推進及びそのため

の内部統制の強化を継続して実施する。

（ ２ ） コンプライアンス ・アドバイザリー委員会

外部有識者で構成される 「国土地理院コンプライアンス ・ア ドバイザ リー委員会」 （以

下 、 「 委員会 」 と い う 。 ） において 、 コ ンプ ラ イ ア ン ス推進の取組及び推進計画の策定

等について、意見、提言を伺いながら、引き続き取組等に反映していく 。

なお 、不適切な事案が発生した場合においては 、委員会に調査結果等を報告し 、

委員の意見を伺い、再発防止対策等に反映していく 。

（ ３ ）地方測量部・支所におけるコンプライアンス推進体制

コンプライアンス推進責任者 （地方測量部長及び支所長 ）は 、地方測量部及び支所

（以下 、 「 地方測量部等 」 と い う 。 ） におけ る コ ンプ ラ イア ン スの取組を効率的 ･効果的

かつ自律的に推進するため 、本院及び地方測量部等の間で情報共有を行い、取組の

連携を図る。

（ ４ ）適正業務管理官の設置（平成２ ７年度予算成立後 ）

コンプラ イアンス推進体制の強化を図 り 、 よ り充実し実効性のある取組 とするため 、

総務部内に設置されている適正業務指導官を廃止し 、適正業務管理官を国土地理院

長の直属組織として設置する。

適正業務管理官は、コンプライアンス推進の実務的な総括責任者として 、本院各部

・ セ ン ター及び地方測量部等に対する指導 ･調整並びに関係機関 との対外的な調整

等を行う 。

２ ．職員のコンプライアンス意識向上の取組

（ １ ）研修におけるコンプライアンス講義の実施

① 平成 ２ ７年度国土地理院研修計画で実施が予定されている 、 「業務研修 」 、 「 係

長研修 」 、 「 補佐研修 」及び 「課長級研修 」に コンプラ イアンスに関するカ リキ ュ ラ

ムを取り入れて実施する。

② 講義内容は、 「発注者綱紀保持規程 」 （以下 、 「規程 」 とい う 。 ）及び 「同マニュア
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ル 」 、 「国家公務員倫理規程 」等の関係法令に基づき 、具体な事例を挙げて実施

する こ と と し 、特に 、規程に抵触する と思料される事実を確認した場合 （規程第 ６

条 ）及び事業者から不当な働きかけと思料する行為を受けた場合 （規程第 １ ２条 ）

に対する通報制度について、重点的に講義を行う 。

③ 身近なテーマに基づき研修生同士が質問、意見を出し合って理解を深めるグル

ープ討議方式等を取り入れる。

④ コンプライアンスの指導者を育成してい くため 、新任の課長等を対象とする研修

においては、外部講師による講義を設け、広くコンプライアンス意識の啓発を図る

ため 、研修生以外の管理職員 (部付の官を含む )及び課長補佐でも受講可能なオ

ープン講義とする 。

⑤ コンプラ イアンスに関するカ リキ ュ ラムのある国土交通大学校、人事院等他機

関での研修及び公正取引委員会における啓発等を目的とした研修会等にも積

極的に参加する。

（ ２ ） コンプライアンス講習会等の実施

職員は、以下の講習会等に、原則として年１回以上参加する。

① コンプ ラ イ アンスの概念や発注者綱紀保持規程及び国家公務員倫理規程等に

基づく職員としての責務、守るべき法令やルール等への正しい理解を深めるた

め 、全職員を対象に 、外部専門家等によるコンプ ラ イアンスに関する講習会等を

年２回以上実施する。なお、講習会の模様は、Ｗ ｅ ｂ会議システムによ り本院内及

び地方測量部等に同時配信する。

② 地方測量部等においても 、独自の開催又は他機関との共催により講習会を実施

するこ と とする 。なお 、開催できない場合は、本院からのＷ ｅ ｂ会議システムによ り

配信され る講習会を聴講する こ と は も と よ り 、他機関が開催する講習会等へ も積

極的に参加する。

（ ３ ） コンプライアンス ・ ミーティングの実施

① 職員相互間でコンプラ イ アンスに関する意見交換を行 う こ とに よ り 、関係法令等

の遵守及び法令の背後にある社会的要請に応える意識の高揚を目的に、原則と

して所属単位を基本とするコンプライアンス ・ ミーテ ィングを年２回以上実施し 、意

識の醸成を図る。職員は、原則として年１回以上参加する。

② 「 コ ンプラ イアンス ・ ミ ーテ ィ ング 」 を通 じて職場でのコ ミ ュニケーシ ョ ンを活性化

し、風通しの良い職場を作る。

３ ．発注者綱紀保持及び公務員倫理の徹底

（ １ ）発注者綱紀保持の周知徹底

発注事務に係る関係法令の遵守はも と よ り 、国民の疑惑を招かないよ う綱紀の保持

を図 り 、 も って国民の信頼を確保するこ とを目的と した 「発注者綱紀保持規程 」につい

て、周知徹底を行う 。

また 、発注者綱紀保持に関する基本的な理解度を職員自らが確認するためのセル

フチェッ クを行 う 。その結果を踏まえて職員に対するフォローアップを行う 。なお、セル
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フチェックは、原則として職員全員が実施するものとする。

（２）通報制度の周知徹底

① 職員が規程に抵触する と思料される事実を確認した場合あるいは事業者等から

不当な働きかけと思料する行為を受けた場合に、迅速かつ的確な対応を行うため

、通報制度について周知徹底を行う 。

② コ ンプ ラ イ ア ン スに関する外部通報窓口について 、設置の趣旨が生か され る よ

う周知徹底を行う 。

（ ３ ）国家公務員倫理の周知徹底

国民の疑惑や不信を招 く よ うな行為の防止を図 り 、国民の信頼を確保するために 、

国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の遵守について 、研修及び国家公務員

倫理週間等の機会を通じて周知徹底を図る。

また 、服務 ・倫理に関する基本的な理解度を職員自らが確認するためのセルフチェ

ッ クを行 う 。その結果を集計し 、職員に周知するこ とで 、更なる職員の倫理意識の向上

を図る。なお、セルフチェッ クは、原則として職員全員が実施するものとする 。

（ ４ ）事業者に対する周知徹底

① 国土地理院ホームページに有資格者を対象と した発注者綱紀保持の取組に関

する協力依頼を掲載する。

② 執務室入 り口等に発注者綱紀保持に関するポス ター及び入室制限について協

力依頼の掲示、配布用チラシを常備し 、周知徹底を図る。

（ ５ ）事業者との応接方法の徹底

事業者との応接にあたっては 、国民の疑惑や不信を招かないよ う 、原則 と して受付

カウンター等オープンな場所で複数の職員によ り対応するなど 、対応ルールの徹底を

行う 。また 、オープンな接客室の設置など、職場環境の改善を図る。

４ ．入札契約手続きの見直し及び情報管理の徹底

（ １ ）入札契約手続きの見直し

不正が発生しにくい入札契約制度の見直しを継続して実施する。

① 前年度に引き続き、予定価格の作成時期を極力後倒しして 、予定価格漏洩の防

止を図る。

② 技 術 評 価 点 の 漏 洩 防 止 を 図 る た め 、 平 成 ２ ９ 年 度 運 用 開 始 予 定 の 電 子

契 約 シ ス テ ム に お い て は 技 術 提 案 書 と 入 札 書 の 同 時 提 出 が 可 能 と な る よ

う 、 今 年 度 に 同 シ ス テ ム の 設 計 段 階 で 調 整 を 行 う 。

③ 総合評価落札方式における積算業務 と技術審査 ・評価業務の双方に係る情報

の漏洩防止を図るため 、平成 ２ ６ 年度に院内に設置した 「積算業務 と技術審査 ・

評価業務の分離体制のあ り方検討会 」 において 、分離 した場合の効果について
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検証を行う 。

（ ２ ）情報管理の徹底

平成２ ６年度に作成した 「発注情報管理マニュアル 」を周知徹底し 、予定価格、調査

基準価格、総合評価の評価点数、入札参加予定者名などの機密情報に関する管理方

法等について更なる徹底を図る。

５ ．監査の強化 ・充実

（ １ ） 平成 ２ ７ 年度定期監査実施計画において 、 コ ンプ ラ イ アン ス推進の取組に関す

る監査を重点事項 と して位置付け 、平成 ２ ７年度 コンプ ラ イ アン ス推進計画の実

施状況について監査を実施する。

（ ２ ） 平成 ２ ７年度監査予定の地方測量部等において 、平成 ２ ６ ・ ２ ７年度のコンプライ

アン スの取組に関 し 、地方測量部長等に対し ヒ ア リ ン グを実施する 。併せて 、事

業者 との対応に関する職場環境整備の実地確認を行 う等 、厳格な監査を実施す

る。


